
 

 

北区役所課長等専決規程（平成24年達第22号）の一部を次のように改正する。 

 令和７年３月27日 

大阪市長  横 山 英 幸  

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重

傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）の改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対

象規定として移動し、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていな

いものを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを

加える。 

改正後 改正前 

（政策推進課長専決事項） 

第４条 政策推進課長の専決事項は、次のと

おりとする。 

 [⑴・⑵ 略] 

 [削る] 

 

（地域課長専決事項） 

第５条 地域課長の専決事項は、次のとおり

とする。 

 [⑴ 略] 

 ⑵ 軽易又は定例の社会教育事務に関する

こと（区長が定めるものに限る。）  

（窓口サービス課長専決事項） 

第６条 窓口サービス課長の専決事項は、次

のとおりとする。 

 [⑴～⑽ 略] 

[削る] 

 ⑾～⒀ [略] 

⒁ 国民健康保険の被保険者の資格の得喪

及び異動に関すること（第５号の場合に

（政策推進課長専決事項） 

第４条 [同左] 

 

 [⑴・⑵ 同左] 

⑶ 軽易又は定例の社会教育事務に関する

こと 

（地域課長専決事項） 

第５条 [同左] 

 

 [⑴ 同左] 

 [新設] 

 

（戸籍登録課長専決事項） 

第６条 戸籍登録課長の専決事項は、次のと

おりとする。 

 [⑴～⑽ 同左] 

⑾ 就学事務に関すること 

 ⑿～⒁ [同左] 

 [新設] 

 

達第１号



 

おける国民健康保険資格確認書及び国民

健康保険被保険者証の回収に関すること

を除く。） 

⒂ 国民健康保険の保険給付に関するこ

と。ただし、給付の制限に関することを

除く。 

⒃ 国民健康保険の保険料その他の徴収金

の賦課徴収に関すること。ただし、過料

の賦課、別に定める減免の決定、10,000

円以上の不納欠損処分並びに被保険者一

部負担金の減免及び徴収猶予の決定を除

く。 

⒄ 国民健康保険の保険料その他の徴収金

の徴収の嘱託及び受託に関すること 

⒅ 後期高齢者医療の保険料その他の徴収

金の徴収に関すること。ただし、不納欠

損処分を除く。 

⒆ 国民年金法（昭和34年法律第141号）に

基づく事務に関すること 

⒇ 特定障害者に対する特別障害給付金の

支給に関する法律（平成16年法律第166

号）に基づく事務に関すること 

（21） 年金生活者支援給付金の支給に関する

法律（平成24年法律第102号）に基づく事

務に関すること 

 （22） 健康保険法等の一部を改正する法律

（平成18年法律第83号）第７条の規定に

よる改正前の老人保健法（昭和57年法律

第80号）に基づく医療に係る医療費の支

給に関すること 

 

 

 

 

 [新設] 

 

 

 [新設] 

 

 

 

 

 

 [新設] 

 

 [新設] 

 

 

 [新設] 

 

 [新設] 

 

 

 [新設] 

 

 

 [新設] 

 

 

 

 

（保険年金課長専決事項） 



 

[削る] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７条 保険年金課長の専決事項は、次のと

おりとする。 

⑴ 国民健康保険の被保険者の資格の得喪

及び異動に関すること（前条第５号の場

合における国民健康保険資格確認書及び

国民健康保険被保険者証の回収に関する

ことを除く。） 

⑵ 国民健康保険の保険給付に関するこ

と。ただし、給付の制限に関することを

除く。 

⑶ 国民健康保険の保険料その他の徴収金

の賦課徴収に関すること。ただし、過料

の賦課、別に定める減免の決定、10,000

円以上の不納欠損処分並びに被保険者一

部負担金の減免及び徴収猶予の決定を除

く。 

⑷ 国民健康保険の保険料その他の徴収金

の徴収の嘱託及び受託に関すること 

⑸ 後期高齢者医療の保険料その他の徴収

金の徴収に関すること。ただし、不納欠

損処分を除く。 

⑹ 国民年金法（昭和34年法律第141号）に

基づく事務に関すること 

⑺ 特定障害者に対する特別障害給付金の

支給に関する法律（平成16年法律第166

号）に基づく事務に関すること 

⑻ 年金生活者支援給付金の支給に関する

法律（平成24年法律第102号）に基づく事

務に関すること 

⑼ 健康保険法等の一部を改正する法律

（平成18年法律第83号）第７条の規定に



 

 

 

 

（福祉課長専決事項） 

第７条 福祉課長の専決事項は、次のとおり

とする。 

 [削る] 

 

 

 ⑴ [略] 

 [削る] 

 

 ⑵～⑺ [略] 

 ⑻ 次に掲げる事務に関すること 

  ア 大阪市児童福祉法施行細則（昭和31

年大阪市規則第64号）第２条第２項第

１号に掲げる事務（児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第22条第１項の規定

による助産の実施、同法第23条第１項

本文及び第31条第１項の規定による母

子保護の実施、同法第24条第１項の規

定による保育の実施、同条第３項の規

定による調整及び要請並びに同法第33

条の４第２号及び第３号の規定による

措置の解除の理由の説明及び意見の聴

取に関することを除く。）及び同規則第

２条第２項第３号に掲げる事務（同法

第56条第２項の規定により徴収すべき

費用の額の決定（同法第21条の６の規

定による措置に要する費用に係るもの

に限る。）に関するものに限る。） 

よる改正前の老人保健法（昭和57年法律

第80号）に基づく医療に係る医療費の支

給に関すること 

（福祉課長専決事項） 

第８条 [同左] 

 

 ⑴ 児童扶養手当法（昭和36年法律第238

号）の規定による児童扶養手当の支給に

関すること 

 ⑵ [同左] 

 ⑶ 児童手当及び子ども手当の支給に関す

ること。ただし、職員に係るものを除く。 

 ⑷～⑼ [同左] 

 ⑽ [同左] 

  ア 大阪市児童福祉法施行細則（昭和31

年大阪市規則第64号）第２条第２項の

事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[イ～オ 略] 

  [削る] 

 

 

 ⑼・⑽ [略] 

 ⑾ 老人医療費その他医療費（ひとり親家

庭医療費及びこども医療費を除く。）の助

成に関すること 

 ⑿ 生活困窮者自立支援法（平成25年法律

第105号）第５条第１項並びに第７条第１

項及び第２項に規定する事業に関するこ

と 

 ⒀・⒁ [略] 

（子育て・教育課長専決事項） 

第８条 子育て・教育課長の専決事項は、次

のとおりとする。 

⑴ 児童扶養手当法（昭和36年法律第238

号）の規定による児童扶養手当の支給に

関すること 

⑵ 児童手当及び子ども手当の支給に関す

ること。ただし、職員に係るものを除く。 

⑶ 大阪市児童福祉法施行細則第２条第２

項の事務（前条第８号アに掲げる事務を

除く。)に関すること 

⑷ 大阪市子ども・子育て支援法施行細則

（平成27年大阪市規則第15号）第３条の

事務に関すること 

⑸ ひとり親家庭医療費及びこども医療費

の助成に関すること 

⑹ 軽易又は定例の社会教育事務に関する

こと（第５条第２号に掲げるものを除

  [イ～オ 同左] 

  カ 大阪市子ども・子育て支援法施行細

則（平成27年大阪市規則第15号）第３

条の事務 

 ⑾・⑿ [同左] 

 ⒀ 老人医療費、ひとり親家庭医療費その

他医療費の助成に関すること 

 

 ⒁ 生活困窮者自立支援法（平成25年法律

第105号）第５条第１項並びに第７条第１

項及び第２項各号に規定する事業に関す

ること 

 ⒂・⒃ [同左] 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

く。） 

⑺ 就学事務に関すること 

 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

 この改正規程は、令和７年４月１日から施行する。 

（北区役所総務課） 
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